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今回,次の2つの事件で弁論が行われます。 ●白
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上告人及び被上告人らはjきょうだいである。先に父が死亡し,相続が開始したが（1次
相続)勘母は自己の相続分を上告人に無償で譲渡し,上告人は母の相続分も合わせた相続分
･を基礎にして'‘次相続につき遺産分割審判により父の遺産を取得した｡その後,母が死亡．
心,相続が開始じた(2次相続)が;芒母には財産がなかった｡そこで, 2次相続に関じ, 、
被上告人らが上告人に対し， ｡1次相続のときになされた相続分譲渡によって被4階人らの
遺留分が侵害されたと主張して，遺留分減殺請求をした。 ．
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上告人及び被上告人は， ･き装うだいである。先に父が死亡.し，相続が開始したが（1次相．
､鯛,母は自己の相続分を被上告人に譲渡し;.､被上告人は母の相続分も合わせた相続分を基
礎にして1次相続についての遺産分割調停において父の遺産を取得した｡､その後,i ."f死
亡し,相続が開始した（2次相続)が,亡母はみるべき財産を有していなかった｡そこで，
2次相続に関しj上告人が被上告人に対し, 、1次相続のときになされた相続分譲渡によっ
て上告人の遺留分が侵害されたと主張して,遺留分減殺請求をした。
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泪統開始の時に有し

の中から債務の全審

合を乗ずるなどし工
｜に相鯖令の謹湾存’
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頚は・被稲栽

の価額春加え

いた財産の価額に，被相緬人が1贈弓

腔除lﾉて遺留分算定の基礎となる財菌
定されるが， この遺留分算定の基礎と
]か． 力輔而塞件の争点不読名‐
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原審は,相続分の譲渡は遺留分算定の基礎となる財産に算入す
て，遺留分減殺請求を認容すべきものとした。べき『贈与」に当たるとして，

原審は，相続分の譲渡は遺留分算定の基礎となる財産に算入す
として,･遺留分減殺請求を棄却すべきものとした。 ．べき「贈与」に当たらないとして，
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